
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

お問い合わせ・ご相談は 各支店窓口へ 

 

 

 

組合員・利用者のみなさま

へ 

 

未記帳明細が、月末日時点で 50 件以上になりますと「おまとめ」記帳となります。       

その間の取引は、お支払い金額・お預り金額別に合計で記帳となり、明細は通帳に記載されません。 

 

 がおすすすめ！！  

スマートフォンで簡単に口座残高のチェックや明細の照会ができます。 

こんな方法あります！ 

※通帳に記載されなかった取引明細が必要な場合は、支店窓口にて発行のお手続きをしてください。 
 なお、取引履歴明細の発行には、所定の手数料が必要です。 

 


